
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

800 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　東京の杉並区等で、認可保育所に入れない「待機児童」の親たちが区に異議申し立てを行ったこ

とに対し、否定的な発言を掲載した杉並区議のブログが炎上する騒動が起こり、女性誌等でもこの

問題をめぐる論争が起こっている。彼の発言は、乳幼児の子育ては母親が行うべきであって、社会

的なサービスとして保育所整備を求める場合はもっと謙虚な姿勢で行うべき、というような趣旨で

あった。

　こうした育児・家族観は、各々が育った環境の中で醸成される側面が強いだけに、固定観念化し

てしまった人々には、他者の異質な価値観を受容するのが極めて難しい。しかし価値観への執着を

問わず、保育や介護のような社会サービスを必要とする人々が多数発生しているのが現代社会の実

態である。サービスの充実には、価値観の相違を超えて現実に対峙し問題認識を共有することが不

可欠となる。「共生」や「社会的包摂」のようなキーワードを使い続け、異質な価値観を受容でき

る存在を一人でも増やしていくことは、その第一歩なのかもしれない。　　　　　    （谷本有美子）

巻頭言

　日本では水に関する日として、「水道週間（6月1日～7日）」「水の日（8月1日）」

が設定されています。「水道週間」は、水道についての理解と関心、公衆衛生の向上

と生活環境の改善、飲料水・家庭用水に対する意識を高めることを目的としています。

「水の日」は、水資源の有限性、水の貴重さと水資源開発の重要性についての関心・

理解を高めるために、水について関心が高まる8月に設定され、啓発活動が行われて

います。

　水は私たちの生活に不可欠なものであるだけでなく、食糧生産、工業生産、水力発

電などの経済活動、さらには自然環境の保全などにも欠かすことができないものです。

　日本では当たり前のように清潔な水を何時でも自由に手に入れることができます。

しかし、世界では水不足や水質汚染が深刻化しており、2010年時点で7.8億人の人々が

安全な水を得ることができない状況となっています。さらには、衛生的なトイレなど

を利用できない人たちが26億人いると言われています。また、飲み水の汚染により感

染症に罹り体力のない子供や老人が尊い命を落としています。

　世界の水を取り巻く状況が深刻さを増す中で、水資源の貴重さ、重要性について世

界の人々と一緒に考えようということで、1992年6月にリオデジャネイロで開催され

た地球サミット（環境と開発に関する国連会議）で、世界水の日を制定するように勧

告されました。そして、1992年12月の国連総会本会議において、1993年から毎年3月22

日を「世界水の日」とすることが決議されたのです。世界各国で国際的な課題につい

て普及啓発するための取り組みが行われています。さらに、2000年のミレニアムサミ

ットでは、「2015年までに安全な水にアクセスできない人口を半減させる」という世

界共通の目標が設定されていますが、厳しい状況であるといわざるを得ません。

　地球上には豊富に水があるように思えますが、地球の表面は70％が海に覆われてお

り、人間の利用可能な水は0.001億ｋ㎥（0.01％）に過ぎません。

　そのような中、希少な水を商品化し、利潤を得るための水ビジネスが展開されてい

ます。世界の水関連ビジネスは、2025年には87兆円程度に膨らむと見込まれています。

水の市場化・商品化により、貧しい人たちにとっては水が高価な物となり、不衛生な

水でも使わざるを得ないのです。また、水を得るための労力も大変なものとなってい

ます。

　生命に必要な水はすべての人が平等に使えなければなりません。私たち水に携わる

労働組合は、「水は人権」「水は公共財」という理念に基づき、水を儲けの道具とす

ることを許さず、水環境を守り、世界に誇れる水道技術の維持・確保と安心・安全・

安定した水の供給と再生に向けて引き続き日夜奮闘してまいります。
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１．政権再交代後の経済財政政策 

 
（１）アベノミクス 

2012 年 12 月の総選挙で民主党が大敗し、

再び自民・公明の連立政権へ移行し、第二次

安倍内閣が発足したのは 12 月 26 日であっ

た。例年であれば新年度の予算編成が終わる

時期に新内閣が発足したことにより、予算編

成は大幅に遅れることとなった。 
安倍内閣は、発足にあたって最優先課題と

して「雇用・経済政策」を掲げることとし、

「大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間

投資を喚起する成長戦略」の「３本の矢」で

経済成長を目指すことを明言した。いわゆる

「アベノミクス」である。その第１弾として

１月 11 日には「日本経済再生に向けた緊急

経済対策」をまとめ閣議決定した。 
財政出動としては、国は 2012 年度補正予

算案を総額 13.1 兆円の規模とし、2013 年度

予算と合わせて 15 ヶ月予算とする方針であ

る。経済対策としては、できるだけ早くお金

を使い、景気をすぐに良くしたいというねら

いがあり、その柱が「国土強靱化」を旗印に

進める公共事業である。この補正予算案の規

模はリーマン・ショック後の 2009 年に麻生

内閣が組んだ 14.7 兆円に迫り、大型の景気

対策になった。  
大胆な金融政策としては、国内総生産（Ｇ

ＤＰ）を２％ほど押し上げることを目指すこ

とを目標に掲げている。消費者物価指数が前

年より２％上がるまで金融緩和でお金を流し

込み続ける「物価目標」を設定し、「明確な

物価目標のもとで、日本銀行が積極的な金融

緩和を行うことを強く期待する」として、日

銀に対し異例の追加金融緩和を求めたのであ

る。金融緩和に消極姿勢を示した白川日銀総

裁を牽制し、３月で任期が切れる新総裁に期

待を込めた動きを見せていた。  
そのうえで「経済成長戦略」を政府が作る

ことである。成長戦略を決めるのは、政府の

日本経済再生本部のもとに産業競争力会議を

置き、そこでの議論を経て６月までに策定す

るとされている。産業競争力会議は、甘利明

経済再生相が担当をつとめ、経済産業省（茂

木敏充経産相）が補佐をする。また、９人の

民間議員のうち、７人は企業経営者、２人は

竹中平蔵・慶応大教授など学識者で、分野を

絞ってどこにお金をかけ、規制を緩めるかを

決める。 
 

（２）2012 年度政府補正予算の概要 

2012 年度補正予算案は、「日本再生に向

けた緊急経済対策」の 10.3 兆円に加え、基

礎年金の国庫負担分などの 2.8 兆円を盛り込

み、総額は 13.1 兆円になった。これで 2012
年度一般会計予算の歳出総額は 100.5 兆円に
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くらみ、予算ベースでは 11 年度の 107.5
兆円（ 予算 14 兆円を ）に次ぐ規

模になった。  
補正予算の財 としては、公共事業だけ使

える「 設国 」を 兆円、年金負担分の

ために「（消費 で すまでの）つな 国

」を 2.6 兆円発行し、国 が 兆円 え

国 発行総額は 52 兆円となる。  
緊急経済対策では、補正予算案 10.3 兆円

の 分を公共事業にあてている。資 ２の

ように「 ・ 対策」「成長による の

出」「 らしの安 ・ の 化」の３

分野に 的に 出していく、としている。  
的に「 ・ 」は 3.8 兆円であり、

1.6 兆円を 日本大 からの にあてる

ほか、中 自動 ン の

事 を け、 ン の補 などに 2.2
兆円を使うこととされている。  
企業の競争力を める「 の 出」には

3.1 兆円が計上され、再生 ーな

ど成長分野への投資を び起こす事業に 1.8
兆円、「もの くり補 金」の など中

企業と 産業対策に 0.9 兆円を使うこと

となっている。  
「 らしの安 ・ 化」には 3.1 兆

円が計上され、 て 相が力を れ

る 教 の充 に 0.8 兆円、 経済の

化に 0.9 兆円、公共事業などの 方負担を

わりする「 の 気 時 金」に

1.4 兆円を自 に することにしている。 
 
（ ）政府補正予算の自治 の  

国が補正予算で公共事業を 大する時は、

その くの事業は 方自 が担う。この補

正予算の公共事業費は 5.3 兆円であり、国

それに かる などで国 事業はあるも

のの、自 が発 する事業の方が大きい。

「公共事業」と国が言う 合には、国庫補

事業をさすが、国の補 金は 50％であ

り、 りは自 の負担となる。これが「

負担」とか「補 」と言われるもので

ある。 
2003 年１月 15 日に出された総 省自

財政 財政課からの事 連 「平成 24 年度

補正予算（第１ ）に う対応について」に

は次のような対応策が示されていた。 
「 の補正予算により平成 24 年度に追

加される投資的経費に る 方負担額につい

ては、 として、 方負担の 100％まで

方 を充当できることとし、後年度における

利 金の 50％（中略）を公 費方 に

より基 財政 額に算 し、 について

は 費用により 置することとしている」 
つまり、この補正予算で 方自 が発

する公共事業については、国庫補 金が 額

出されるが、 りについては 額を自 が

金でまかなってよい。これにより発行され

る 方 を「補正予算 」と んでいる。こ

の補正予算 を 済するにあたっては、 分

は 方 の算定において基 財政 額

に算 して 方 を す 置をする。

りの 分は、 方 の算定の基礎とな

る公 費の 費用を上 せすることにより

方 を き上げる 置をする、という

ことになる。 
いわば後で 方 に上 せして すの

で、追加の公共事業を ってほしいというこ

とである。この方 は、1999 年度 に景気

のために補正予算を組み公共事業を 大

した時にも り れられた であり、 時

財政対策 と に 利 金は 額を

で 置するということである。 
また、 はこの に、 置として

方 事業と公共事業の 方負担とについて

も 金が されることになった。前

の事 連 には「 方の資金 に し

緊急経済対策の かつ円 な ができる

よう、 りの の 置として、補正予
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算 による対応に加え、 方公共 の追

加公共投資の負担額 に応 て 分」する

「 の 気 時 金（ 経済

化・雇用 出 時 金） を するこ

と」となっていた。 
この「 の 気 時 金」は、 の

補正予算に計上された公共事業費と 設費の

方負担総額の に相当する額が され

ることとなり、総額が 1.4 兆円となってい

る。 は、 の 気 時 金に

る 計 を 出して を行い、 方

負担分の （財政力の最も い には９

）まで される。 
 
（ ）201 年度政府予算の  

2013 年度政府予算は、 省 から前政権

に出していた 算 求を１月 16 日までに組

み え 求を行い、 めて予算編成をし し

た上で 1 月 29 日に閣議決定した。その上で、

補正予算が成立したあと２月 28 日の国会に

出され、 だ 議中である。年度内に予算

の成立が見込めないことから、３月 27 日に

定予算を 出し 29 日に成立している。 
政府予算の一般会計規模では、総額 92 兆

6 115 円で、前年当 予算より 2.2 兆円

2.5％ 加するという大型予算である。財

となる国 は、43.1 兆円で前年より

1.9％の びであるが、国 発行は 42.8 兆円

と を っている。しかし、補正予算で

見たように、基礎年金の財 に充てる「年金

例公 」2.6 兆円を加えると 45.4 兆円と

なり、 を上 り、民主党政権時 の 44
兆円 の を えることになる。 

年度の政府予算の は、すでに た

ように補正予算と一 となった「15 ヶ月予

算」としたことである。その上で「財政

化目標を見 え、前年度より きしまった中

とする中で、補正予算 に「 ・

対策」「成長による の 出」「 らしの安

・ 化」に 化」した、としてい

る。 
化したことの例示としては、「  

ン 化対策 事前 対策 の緊急課

題に対応するため、国民の と らしを る

公共事業予算を充 。安 の 化に

対応して 的・ 的な 力 を行う

ため、国民の安 のための 予算を充 。

 生 、 方公 員人 費などについ

て 正化・見 し。  「15 ヶ月予算」によ

り経済の押し上げに向けて の えとして

いることを まえ、経済 機対応のための予

費（「経済 機対応・ 化予

費」）9 100 円は計上を見 り。」をあげ

ている。 上、財 省「平成 25 年度予算の

ン 」より   
 公共事業の 大では、前年度から 7 119
円（15.6％） 額し、5 兆 2 853 円を確

して、「15 か月予算」では 7 兆 7 279
円という大型な公共事業予算となった。その

うえで民主党政権の 主権 の柱であっ

た補 金 を目指して 設した「 自主

戦略 金」を （6 400 円 度）し、

前からの 省 の も き補 金が す

ることになる。 
費は 4 兆 7 538 円 （対前年

400 円、0.8％ ）で、「15 ヶ月予算」で

は 4 兆 9 600 円 となる。 閣 題

など 方 の と安 確 をするた

め 制を強化する、としている。 
方公 員人 費の見 しは後に る。

「経済 機対応・ 化予 費」の計上

見 りは、予算総額を えるための であ

り、国 費 額を なく見せる財 の

でしかない。  
 

２． 年度の政府予算 地方財政

の  

（１）地方財政 地方交  
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方財政計 とは、 年の政府予算編成に

合わせて策定されるもので、 方 の歳

歳出総額の見込額」というのが正 で

ある。 年、 に基 くある き 方行政

、行財政制度の 正に う経費の

などを標 的な姿で算出し、歳出に計上する。

そして、経済の動向 財政制度の 正 を

り込んだ 見込額を歳出に計上すること

により、標 的行政 を確 することにし

ており、 方 第 7 に基 き策定

されるものである。 
方財政計 の は、 方財 の

機 を つ 方 との わりにおいて

方財 の を行っている。 の 方自

にとっては財政 営の指針となる。 国

の 策の大部分が自 を して行われてい

ることから国の 策の指針ともなる、とされ

ている。 
言い えれば、人 産業の 積の度合い

により 間に があり、景気の動向によ

り の年度間での が生 ているが、そ

れらの にかかわら 自 が標 的行政

を つことが出 るよう、 方財政計 、

なかん く 方 を て、 方の財

を し、 方 方 などにより

方公共 に財 をしているもの、と

いえる。 
方財政計 は、 年度の自 における

歳出総額を見積もり、 方の 、国庫補

負担金、 方 などに歳 でまかなえきれな

い額 財 足額 を、 方 によって補

うためにつくられる、といってもよい。 
一方、 方 は、自 間の財政力の

を 消するため、 の 正な 分を

て自 間相 の 足を し、 て

ん化を る がある。 時に、 方財政

について、 方 の総額が国 の

一定 合として 定されていることを て、

方財 は総額として されていることに

なる。また、 の自 にとっては、

の算定において、「基 財政 額 基

財政 額」という基 を て 額に

足する財 が で確 され、標 的な行

政 営が となるために な財 を

されることになる。これが 方 の「財

政 機 」と「財政 機 」といわれる

ものである。 
 

（２）201 年度地方財政 （地方財政

策）の概要 

年度の 方財政計 は、総額が 81.9 兆

円で前年度と 507 円 0.1 ）の で

ある。 
財政はま 歳出を見積もり、そしてその

額を歳 で確 する、いわゆる「 出制

（ るをはかりて、出を制す）」である。ま

、 経費を 19.7 兆円、一般行政経

費を 31.8 兆円、投資的経費を 10.7 兆円、公

費を 13.1 兆円、その 4.3 兆円と見積も

って、歳出総額が 81.9 兆円となっている。 
歳 は、 方 び 方 が 36.4 兆

円、国庫 出金が 11.8 兆円で、 方 （

）が 4.9 兆円、その 6.3 兆円を見積も

る。その上で、 方 の 定分（国

の一定 合）が 11.2 兆円である。ここま

での歳 額では歳出に対して 13.3 兆円 足

することになる。これが「財 足額」とい

われるもので、これをどう め合わせるかが

年総 省と財 省の にかかっており、

この め が「 方財政対策」と ばれ

ている。 
年の 方財政対策は、ま 、 方が財

対策 （財 足に当てる 設 方 ）を

0.8 兆円発行し、国が財 足の を ま

えて を 1.8 兆円を加算し、 会計の

りくりで 0.9 兆円を生み出す。その上で

2001 年から発行してきた 時財政対策

（ 方 の財 足に当てる 方 ）の
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利 金に充てるため、 時財政対策 を

2.6 兆円発行する。 上で 6 兆円となる。

財 足額から６兆円を し いた りの

7.2 兆円を国と 方で するのが ー と

なっている。国は 分の 3.6 兆円を一般会計

で「 時財政対策 例加算」として負担し、

方は りの 分 3.6 兆円について 時財政

対策 を発行して めをする。 
こうした り りを て財 足を

めした 、 方 は総額 17.1 兆円と

なり、前年度より 3 921 円（2.2 ）の

となった。そして 方 の わりに発

行する 時財政対策 は 6.2 兆円となり、

としては 方が発行する 方 は 11.2 兆

円となった。このような な り りを経

て 方財政計 の歳 が確 されることにな

ったわけである。 
歳 について再 すると、 方 34 兆円、

方 および 方 例 金 2.4 兆円、

方 17.1 兆円、 時財政対策 6.2
兆円、これらを合わせた 方が自 に使える

一般財 の総額は 59.7 兆円となり、前年度

と て 1 285 円（0.2％）の 加となり、

年 みの一般財 は確 されたことになる。

これに国庫 出金 11.9 兆円、 時財政対策

を く 方 4.9 兆円、 数 使用 など

その の 5.3 兆円を加えると、歳 総額

が 81.9 兆円となる。これが 年度の 方財

政計 の である。 
 

（ ）地方 の の

 

年度の 方財政計 のなかで最大の

は、 方公 員の 費について、国 公

員 みの 7.8％の を７月から行うことを

前 に、 経費が計上されていること

である。 
年（2012 年）２月に「国 公 員の

定 び 時 例に する 」が公 さ

れ、国 公 員の について「 しい財政

び 日本大 に対 する に

み、一 の歳出 が であることか

ら」平 7.8％の き げを 2014 年３月

まで２年間にわたって するというもので

ある。この が公 された日に総 大

が出された。この 「 方公 員の

について」には、この で「 方公共

において自主的かつ 切に対 されるもの

とする」とされていたことから、 方自

においては「自主的かつ 切に対 されるよ

う期待します」となっていた。 
民主党政権時 に出されたこの は、国

公 員の２年 りの 時的な き げ

について、 方自 の自主 に任せ 方公

員の き げを連動させない、という

であると されていた。 
とこ が、12 月の総選挙 、民主党か

ら自民・公明へ政権 が行われ、安倍政権

は１月 24 日になって一方的に 方公 員の

き げを閣議決定した。閣議決定には、

「 の課題に かつ的確に対 するため、

平成 25 年度における 方公 員の につ

いては、国 公 員の の 定 び 時

例に する に基 く国 公 員の

額 置を まえ、 方公共 におい

て かに国に て な 置を るよ

う する」とされていた。この閣議決定を

けて、１月 28 日に総 大 の「 方公

員の 定に する り いについて」

という が出された。この には閣議決

定の が され、「 かに国に て

な 置を るよう いたします」と

いう内 であった。 
民主党政権時 と明らかに う対応であり、

方公 員 については「 例で定める」

という 方公 員 に基 く制度に しよ

うとする内 である。2000 年の 方分権一

の 行により「 行政」は され、
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に基 かない国の は されていない。

こうしたことから「なお、本 は 方公

員 第 59 （ 的 言） び 方自

第 245 の （ 的な 言）に基 くも

のです」という 言がつけられていた。

的 言である 上、 自 は「これに う

はない」と言えるのである。 
 

（ ） 地方財政 上の  

方財政計 では、この閣議決定を け、

2013 年 7 月から 方公 員の を国に

て することを前 に、 経費を

計上している。 的には、8 504 円（

教 教 員 の国庫負担金も される

ことから、一般財 では 7 854 円）を

することとされた。 
一方、 ・ 事業、 の 化など

の緊急課題へ対応するため、 額に見

合った事業費を、歳出に を設けて計上

することにしている。 的には、 国

事業費（ 対策事業 学 化事業な

どの国 事業・補 事業についての 方負

担分）973 円、 緊急 ・ 事業費

（ の 力を強化するための 設の 、

に強いまち くり事業、 に に対

応するための の など 方 事業

費）4 550 円、 の 気 くり事業費

3 000 円、計 8 523 円である。 
このうち、 については、 額 方 を

発行してまかない、この 方 の 済にあた

る 利 金について、 は 80％、 は

70％を 方 の基 財政 額に算

され で 置されることになっている。 
「 気 くり事業費」については、 方

の基 財政 額にこの費目を新設し

て 3 000 円が計上され、 方 に組み

込まれて 自 に算定されることとなって

いる。3 000 円のうち 府 に 1 950
円、 に 1 050 円が 分される。それ

れの 分額の 3 分の 1 は人 を基 とし

て（ 府 分 650 円、 分 350
円）、 りを人 費の 力に応 て 分

される。人 費の 力とは、 ス

ス指数に基 く が い 合に応 て

3 分の 1 が 分され、 りを 員数の

合に応 て 分するものとされている。 
国の動向にかかわら 、すでに くの自

では自主的に の き げ 員の

を行ってきている。しかし 川 内では、

に く を く えていることから

は く、 ス ス指数で 100
を える がほとんどであり、 でも 2

が 100 を えている。 ス ス指数

100 を える については３分の１の部分

は 分されない。 員数は、1990 年 と

2012 年とを ると、す ての自 で人

員 を行ってきており、 平 で

14.3％、 平 で 28.2％（ 会計 員

総数）となっており、 分の対 となる。こ

のように自 における自主的な 力は、

分行ってきているといえよう。 
方 制度を利用して自 に 員

の き げを行うのは、 方 の

に するものである。 方 では、

第１ で目的を「（前略） 方自 の本 の

に資するとともに、 方 の自立 を

強化することを目的とする」とされており、

の 置はこれを しく なうものといえ

よう。かつて、1980 年 に、起 権と

をてこにして、 方の公 員

の き げを迫った強権的な 置を い出さ

せるものである。 
 

（ ）201 年度地方財政 の 要

経 経  

2013 年度の 方財政計 の主 な歳 経

費、歳出経費は次のようになっている。 
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歳 経費の  
方 は、34 兆 175 円で、前年より

3 606 円（1.1％）の 加となっている。

そのうち 府 は 13 兆 8 952 円で、前

年より 473 円（0.3％）の 加、

は 20 兆 1.223 円で、前年より 3 133 円

（1.6％）の 加となっている。 の景気

が見込まれていることから、わ かなが

ら 加 向が見られる。 
方 は、すでに見たとおり、17 兆

624 円であり、前年より 3 921 円 2.2％
の となっている。 方 の わりに

発行する 時財政対策 は、6 兆 2 132 円

で、前年より 799 円（1.3％）の 加とな

っており、これを合わせた 的な 方

は 23 兆 2 756 円となり、前年より

3 122 円（1.3％）の となった。 
方 、 方 、 方 例 金、

方 （ 時財政対策 を ）を合わせ

た一般財 総額は、59 兆 7 526 円となり

前年より 1 285 円の 加となった。一般財

総額は、2007 年に 59 兆 2 266 円にな

って 、7 年続けて 59 兆円 が確 され

ていることになる。 
国庫 出金は、11 兆 8503 円で、前年

より 899 円（0.8％）の 加となっている。

生 費など 会 費の 加による

ものとされる。 
方 については、11 兆 1 517 円で、

前年より 137 円（0.1％）の である。

このうち、 に見たように 時財政対策 が

6 兆 2 132 円で前年より 779 円

（1.3％） 加であり、 方 （ 設

方 ）は 4 兆 9 385 円で前年より 936
円（1.9％）の となっている。なお、

時財政対策 は、その算定方 が 3 年前か

ら になり、 年度から では発

行できなくなるので、 では財政

営について 分な が である。 

 
歳出経費の  
  経費は 19 兆 7 479 円で、

前年より 1 兆 2 281 円（5.9％）と大幅な

になっている。前 したように、7 月か

ら国 公 員に た の き げを行う

ことを前 にして算出されている。 の

に加えて、 当についても国 公 員

に た き げを見込み、前年度より

1 926 円（９％） させている。さらに

員数について、一般 員を 10 305 人

し、 教 教 員も ・生 の に

い 2 253 人の を見込み、 について

は 545 人の とされている。この 、

前年よりも 員数は 12 843 人の となっ

ており、その分が 費の に加わったこ

とにより、 経費が大幅に される

ことになったのである。 
一般行政経費は 31 兆 8 257 円で、前年

より 6 851 円（2.2％）の 加となってい

る。 
一般行政経費のうち、国庫補 負担金を

うもの（補 事業）については、16 兆

3 919 円 で 、 前 年 よ り 5 099 円

（3.2％）の 加となっている。 に 会

費の 加が大きく、 生 省 の

補 事業が 4 076 円 加していることが目

についた。 
一般行政経費のうち補 負担金を わない

もの（ 事業）は、13 兆 9 993 円で前

年より 1 898 円（1.4％）の 加となって

いる。 
が する緊急事業を めて 経済

基 強化・雇用 対策に な経費（ 経

済基 強化・雇用 対策費）は、前年と 額

の１兆 4 950 円を計上している。 
公 費（ 方 の 利 金）は、13 兆

1 078 円（ 金 金 10 兆 9 550 円、

利 費２兆 1 528 円）で、前年より 288
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円（0.2％）の 加となっている。これに

より、2013 年度 の 方 は 145 兆

5 006 円と見込まれている。 
投資的経費は 10 兆 6 698 円で、前年よ

り 2 286 円（2.1％） している。投資

的経費のうち国 事業と国庫補 負担金を

うもの（公共事業）は 5 兆 6 668 円で、

前年より 686 円（1.2％） している。

また、補 負担金を わないもの（ 事業

費）は 3 兆 2 548 円で、 674 円

（2.0％）の となっている。投資的経費

のうち、 、 公 、 生、教 、

の 民生 に な生 連 設などの

を行う 設事業費は 8 兆 2 449 円

で、前年度より 674 円 1.2 の とな

っている。 
投資的経費が しているが、これは前年

度の補正予算で 5 兆円の投資的事業が

に組み込まれていることから、 的には補

正予算による事業を合わせると大幅な 加と

なっていることは間 いがない。 
この に、 の 時 例に対応する分と

して、「緊急 ・ 事業費」4 550 円、

「 の 気 くり事業費」3 000 円、合

わせて 7 550 円が計上されている。 
 

上、2013 年度の 方財政計 の 的

な のみ見てきたが、一般財 の総額につい

ても、 方財政計 の総額についても前年

みに組まれている。したがって、財 が 足

しているために 方公 員の を国 公

員 みに するわけではないことは明確で

ある。７月の 議 選挙を え、公 員 ッ

シン を行いながら、アベノミクスで「民間

の き上げ」を財 に する する

姿勢は、明らかに政 的 が見え いてい

る。 方の一般財 を確 しながら、 方公

員 き げを政 の に使う は、

きわめて なものと言える。 後、あらゆ

る で、こうした が出されてくること

が予 されるので、正確な動きを しなが

ら、 方自 の自主的な で 切な対

をしていくことが まれている。 

２０１３年度　地方財政計画（地方財政対策）のイメージ図

歳　　出　８１．９兆円(81.9)

一般行政経費 投資的経費 　その他
給与関係経費 ３１．８兆円(30.8) 　１０．７兆円(10.9) 公債費  ４．３兆円

１９．７兆円 補助事業 単独事業  補助事業    単独事業 １３．１兆円 維持補修

(21.0) 　　１６．４兆円 １４．０兆円 ５．７兆円 　  ５．０兆円 (13.1) 公企繰出

(15.9) (13.8) 　 (5.7) (5.2) 水準超団体

1.5兆
(地域再生対策費0.3)
(地域活性化・雇用等対策費1.2）

歳入の試算額

地　　方　　税 法定５税の 　財源不足額 地方債 　国庫支出金 　その他
　　　地方交付税分 １３．３兆円(13.7) ４．９兆円 １１．９兆円(11.8) ５．３兆円
　　１１．２兆円(11.1) (5.0) 使用料手数料他

２．４兆円(2.4)
既往債の元利償還分

確定した　歳　　入　８１．９兆円(81.9) 別枠加算 財源対策債０．８兆円(0.8)

1

地　　方　　税 法定５税の 兆 地方債 その他
３４．０兆円（33.7） 地方交付税分 円 　国庫支出金 使用料

2兆 　　１１．９兆円 手数料他

道府県税 市町村税 地方交付税 地方債 (11.8)  ５．３兆円
　　１４．０兆円(13.8) 　  ２０．１兆円(19.8) １７．１兆円(17.5) 　１１．２兆円（11.2） 　(5.4)

　　実質的な地方交付税
２３．３兆円（23.6）

（　）内は2012年度の計画の数値である
一　　般　　財　　源 ５９．８兆円(59.6)

臨財債

2.6

地域:
経済

基盤

強化・

雇用

等対

国保・高

齢者医

療　１．

４兆円

地方

譲与

税・
特例

交付

折半対象財源不足

地方

譲与

税・

特例
交付

金

交付税

増加補

てん

臨時加算分

3.6兆円(3.8)

臨時財政対
策債　３．６兆

円(3.8)

１ 
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２０１２年度補正予算の概要 億円

Ⅰ　復興・防災対策

　　１．東日本大震災からの復興加速 15,865

２．事前防災・減災等 22,024

Ⅱ　成長による富の創出

１．民間投資の喚起による成長力強化 17,862

２．中小企業・小規模事業者・農水産業対策 9,459

３．日本企業の海外展開支援等 1,390

４．人材育成・雇用対策 2,662

Ⅲ　暮らし安心・地域活性化

１．暮らし安心 7,789

２．地域の特性を生かした地域活性化 9,255

３．地方の資金調達への配慮と緊急経済対策の実施 13,980

｢日本再生に向けた緊急経済対策」全体の財政支出

この他に基礎年金国庫負担(25,842億円)などを含め計

歳出 歳入
総額　１０５．７兆円 総額　１０５．７兆円

12年度 10.3 　緊急経済対策 7.8 　新たな借金（建設国債）5.5

補正予算 基礎年金の 5.3 　年金特例公債　2.6　特例国債の減額　0.3

37,889億円

31,373

31,024

102,815

131,054

補正予算 　基礎年金の 5.3

13.1兆円 　　国庫負担　2.8 　今年度経費の減額　3.3

29.1 　社会保障費 　前年度剰余金　2.0

　 45.4    建設国債　42.9

16.1 　地方交付税 新たな借金　 赤字国債　37.1

13年度 　 年金特例国債　2.6

予算 5.3 　文教科学振興費 4.0 　その他の収入

９２．６ 5.2 　公共事業費

兆円 4.7 　防衛費

43.0 　税収

22.2 　国債費

9.4 　その他

資料２

資料３
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- 1 -

地方公 給与費の臨時特例 の対

25年度 る地方公 の給与 て 国 公 の給与 額支

給 国 準 て な る ( 25.1.24 定)

地方財政計画 て 25年7 の地方公 給与

費

・ 事業 地域の活性化等の 対 るた 給与 額

た事業費 歳出 特別枠 定して計

１． 額

（１） 地方公 給与費 ８ ５０４ 円

（ 一般財源 ７ ８５４ ）

（２） の対

国 事業費（地方 分） ９７３ 円

・ 事業費 ４ ５５０

地域の元 事業費 ３ ０００

計 ８ ５２３

は地方債 は 交付税(地域の元 費)

２．地域の元 費の算定

交付税の基準財政 額 して の 算定

・地域の活性化の な財政 対して 基 して基 額 算定

・ での 費 給与水準(国の給与 の イ 数)

数 の で加算

費 る加算

基 額 数 数 計

道府県分 650 円 度 650 円 度 650 円 度 1 950 円 度

市町村分 350 円 度 350 円 度 350 円 度 1 050 円 度

( 1) ・ 24年度( 24.4.1 の国の給与 の イ 数) 20 24年度の

イ 数の 値 の 方 用 て 100 る度 て 増して

算定 行

・ 24年度の イ 数 100 の は 増しは0

( 2) ・ 国の 数 ー であ た5年 ( 5 9)の 数 20 24年度の

数 る て 増して算定 行 ( 道府県の 11.3

市町村の 16.1 )

・ 20 24年度の 数 増加して る は 増しは0

資料４
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地方財政計 　歳入歳出　3年間の
億円

金額 減額 減 成 金額 減額 減 成 金額 減額 減 成

地方税 334,037 8,941 2.8 40.5 336,569 2,532 0.8 40.8 340,175 3,606 1.1 41.5

地方 税 21,749 2,578 13.4 2.6 22,615 866 4.0 2.7 23,470 855 3.8 2.9

地方特例交付金等 3,877 45 1.2 0.5 1,275  2,602  67.1 0.2 1,255  20  1.6 0.2

地方交付税 173,734 4,799 2.8 21.1 174,545 811 0.5 21.2 170,624  3,921  2.2 20.8

国庫支出金 121,745 6,082 5.3 14.8 117,604  4,141  3.4 14.3 118,503 899 0.8 14.5

地方債 114,772  20,167  14.9 13.9 111,654  3,118  2.7 13.5 111,517  137  0.1 13.6

 　地方債 53,179  4,661  8.1 6.4 50,321  2,858  5.4 6.1 49,385  936  1.9 6.0

 　 財政対策債 61,593  15,476  20.1 7.5 61,333  260  0.4 7.4 62,132 799 1.3 7.6

用 14,279 1,153 8.8 1.7 14,037  242  1.7 1.7 13,888  149  1.1 1.7

収入 40,861 355 0.9 5.0 40,444  417  1.0 4.9 39,852  592  1.5 4.9

　 　　計 825,054 3,786 0.5 100.0 818,647  6,407  0.8 99.2 819,284 637 0.1 100.0

財  ( ) 594,990 887 0.1 72.1 596,241 1,251 0.2 72.3 597,656 1,415 0 72.9

実 な地方交付税( ) 235,327  10,677  4.3 28.5 235,878 551 0.2 28.6 232,756  3,122  1 28.4

億円

金額 減額 減 成 金額 減額 減 成 金額 減額 減 成

経費 212,694  4,170  1.9 25.8 209,760  2,934  1.4 25.4 197,479  12,281  5.9 24.1

　　 費 189,340 5,408 2.9 22.9 187,154  2,186  1.2 22.7 177,691  9,463  5.1 21.7

政経費 308,226 13,895 4.7 37.4 311,406 3,180 1.0 37.7 318,257 6,851 2.2 38.8

 　 （補 ） 157,481 13,168 9.1 19.1 158,820 1,339 0.9 19.2 163,919 5,099 3.2 20.0

 　 （ ）　 138,601 316 0.2 16.8 138,095  506  0.4 16.7 139,993 1,898 1.4 17.1

 　国保 等 12,144 411 3.5 1.5 14,491 2,347 19.3 1.8 14,345  146  1.0 1.8

地方再生対策費 3,000  1,000  25.0 0.4  3,000  100.0 0.0

地域経済基 強化・雇用等 12,000 12,000 1.5 14,950  50 1.8 14,950 0 0.0 1.8

投資 経費 113,032  6,042  5.1 13.7 108,984  4,048  3.6 13.2 106,698  2,286  2.1 13.0

　投資（ ・補 ） 59,474 9,083 18.0 7.2 57,354  2,120  3.6 7.0 56,668  686  1.2 6.9

　投資（ ） 53,558  15,125  22.0 6.5 51,630  1,928  3.6 6.3 50,030  1,600  3.1 6.1

公債費 132,423  1,602  1.2 16.0 130,790  1,633  1.2 15.8 131,078 288 0.2 16.0

補 費 9,612 51  0.5 1.2 9,667 55 0.6 1.2 9,889 222 2.3 1.2

の 特例対 費 7,550 7,550 0.9

公 企業 出金 26,867  94  0.3 3.3 26,590  277  1.0 3.2 25,753  837  3.1 3.1

　 企業債 負担 17,118  336  1.9 2.1 16,824  294  1.7 2.0 16,376  448  2.7 2.0

交付 体水 経費 7,200 700 10.8 0.9 6,500  700  9.7 0.8 7,500 1,000 15.4 0.9

　 　　計 825,054 3,786 0.5 100.0 818,647  6,407  0.8 99.2 819,154 507 0.1 100.0

地方 歳出 ( ) 668,313 5,024 0.8 81.0 664,533  3,780  0.6 80.5 664,200  333  0.1 81.1

2011( 23)年度 2012( 24)年度 2013( 25)年度

歳　　　入

歳　　　　出
2011( 23)年度 2012( 24)年度 2013( 25)年度

資料５
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本 自 かながわ月 （ 「月 」）2012 年 12 月 で「 木 で公 例が成立

へ 公 基本 例案 年２月議会 案へ、川 議会が 公 例案 案の動

き 」題して公 例の動きを したが、 国 で新たな動きがみられる。 の

について する（ ）。また、 例化している 自 の 年度 額 につい

てもお らせする（ ）。 

 

１． の  

 

（１）  

 

（上 長・ 期）は、 年

月に 議会に 案したが、 年 月議会

においても 続 議となっている 。「 設

、 などの業 には 経営を 迫

する との が 強い（ 新

年 月 日）」。 

 

（２） の  

方  

 

 

 （ 川 長・ 期）は、 年

月 議会に「 公 例制定に向けた基

本的 え方（案）」を 案した。 行は

                                                  
1 の経 については、「月 」2012 年

6 月 を 。 

年 月をめ している 。 

（１） の概要 

用  

事 負  予定価 円 上 

業  定の業 （ 、人的  

、 設の設 業 

を えている） 

 作業     

  事 負   公共 事設計 価 

  業   業 価

（ は が行われていないため

する を にする。） 

 指定 者 指定 者が発 する 

円 上の業  

も対 。 

 作業 議会 事業者、 者、学識 

経 者で 成。 

 

 

                                                  
2 の経 については、「月 」2012 年

6 月 を 。 
 

 
公契約条例の全国各地の動き 

 神奈川県地方自治研究センター

研究   正
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（ 積 長・ 期）の「公  

例基本 例」は、 年 月 日 議会

会一 で成立した。 行は、 年 月 。 

 

（ ） 県  

 

   

前 （ 本 長・ 期目）の  

年 月 議会で「公 基本 例」が成立し

た。 年に 議会の共産党会 が、「公

例」を 案したが、 決されている。

は、共産党は「 正案」を 出したが、

決されている。 

 

（ ） 県 川  

 

  

 川 （川合 明 長・ 期）では、

年 月に公 例案が議員 案されたが、

年 月 議会では、 続 議となった 。

設業 は、 年 月には 議会に「公

例 対 」を 出し、 月には 対

会を行うなど動きがあった。こうした が

あったものと われる。 

 （ 長・ 期）では、 年

月の 議会総 任 員会で公 に す

る を行うことが決まり、野 など

が進められていたが、 年 月に 員会

は、 当 に対して「内部 組 の設置」

を した。これを けて 内に「 公

制度 部会」が設置され、

が されている。本年は、 に 長選挙が

予定されている。 後の行方に 目したい。 

 加 （ 中和明 長・１期）は、 年

                                                  
3 の経 については、「月 」2012 年

12 月 のこと。 
4 川 の経 については、「月 」2012 年

12 月 のこと。 
 

の 長選挙で 当選した 中和明 長 のマ

ス に「公 例の制定」があり、

その動向が 目されていたが、 年 月に

内に「（ ） 加 公 例 会」が

設置された。 年 月 議会で、 長は

に えて「 例の制定時期は明言できない

が、できるだけ早い時期に 案できれば」と

している（ 加 議会 より）。 後の

動向に 目したい。 

 

（ ） 201 年

 

 

 足立 （ よい 長・２期）は、

年 月 議会 員会に「足立 公 例の

制定に する課題の について」を

した。 は、 のとおりである。

年 月 行をめ すとなっている。 

用  

事 負  予定価 円 上 

事 負 の  円 上の

事 負 の で 長

が に定めるもの 

 用 者 者、 目 にかかわ 

ら の対価を て く 

人す て対  

作業 額    

  最 金 の最 金、生 基 、

公共 事設計 価 

 指定 者 指定 定 に 用 

 作業 議会 設置する 

 ス ー  年 月 行 

                                                  
5 前 加 長の木 は、1964 年生まれ、

加 議 2 期を経て 2001 年 長 当選。い

わゆる「 」 長であったが、 議会と

対立し、2009 年に 長 任決議が出される

が規定に せ 、 2010 年に再び 任決

議が出され 決、 長 した。 中 長

は、1949 年生まれ。 加 議会事 長など

を経て 2010 年 12 月木 を り 当選。 

公契約条例の全国各地の動き　13
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（ ）長 県 長 県

方  

 

 長野 （ 部 一 事・１期）は、 倍

一 事が当選後に公 に する 内 会

を設置して を行ってきた。 年 月

には中間 を行ったが、 年 月 議会

で「 長野 が行う に する基本的な

え方」の 案を示した。 としては、「

設 事で、 金の 正な いを総合

価で加 」、「 金 額は第 者 員会に

る」、「 加資 に 会 加 を 化」、

「 共 、 がい者 など 会

をするいい企業を 価」などを する。さ

らに 後 する課題として「 業 へ

の総合 価を し、 者 定雇用 成

を加 、 業 における最 制 価 制度

の 、物 その への総合 価

」など、となっている。 

 

（ ） 県

 

 

 （大 事・ 期）は、 年

月をめどに、学識者 、 設業

などの 識者による「公 例 会議」

を立ち上げて公 例の のあ

り方を議論して新年度中に 論を出すことと

なった 。 

 では、 年 月に 内に「公

のあり方 ー 」を設置して を続け

てきたが、 月に中間 を行っていた。 

新年度予定されている「 会議」は、こ

うした り組みの上に設置されるものであり、

公 例制定に向けて前進を期待したい。 

                                                  
6 の経 については、「月 」2012 年

6 月 。 

 

（ ） 川県  

 

 （和 長・２期）は、 月

日の 長選挙で「連合 川かが 議会」

と政策 定を んだ和 長が再選され

た。

政策 定には、「公正な を するた

め、自 としてその見本となる き対応を進

めるために公 例の制定をめ す」と公

例の制定がうたわれている。 

 連合 川としては、 月に公 例シン

の を するなど、 の公

例の 化に向けて ックアッ する り組

みを する。 

 

（ ） 県

 

 

 加 （ 和平 長・ 期）は、 年

月の 長選挙で、 和平 長が 当選し

た 。 

長は、 長選挙マ ス で「

・公 例 くり 員会の設置」

を明 した。 年 月に公 している 長

の「マ ス 進 」では、

は「 年 月 」となっているが、公

例 員会については、「内部 議中」

                                                  
7 前 長中川 は、 政経 出 で、

年に当時の 長を り当選したが、

した「財政再 」、「行政 」を行い、

議会とも対立を り した。 選後は、

年に大 長選挙に立 補を目指したが、

。 年には、大 の公 長に応 し、

は大 長。 長は、加

出 で、「対 と 」を基本に 政を

営するとしている。 
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とあり、 の である。 

 こうしたことから、 年 月に連合

加 員組合などが「加 を かにす

る公 例 くり連 会議 」を 成し、公

例 に向けて 動が り組まれ

るなど、公 例制定に向けた新たな り

組みがス ー している。 

  

（10） 県 方

 

 

 （ 長・２期）で

は、 年 月から 内に「公 例

会」を立ち上げ、 を行っている。 年

月に「中間とりまとめ」が行われることと

なっている。 

 方 （向野敏 長・３期）においても

内に「公 例 会」を立ち上げ、

を行っている。 月中に 部 員をいれた

「公 例 会」を立ち上げ、 例制定

を進める予定である。 

 

11

 

 

 「公 例」について、 年 月

の 国の動向については、 上の りであ

る。 

 は、公 例について を し

ている ・ 人から せられている

のうち 的 が進められ、自 の

ー ー などで公 されているものを中

に にまとめてみた。これ にも 国の

自 で「公 例」が ・ されて

いる。 

「公 例」の と 例制定に けて

                                                  
8 連合 議会、加 、 庫土

加 部、部 加 民共 会議など

で 成。 

の動きが、確 に 国 に がっているこ

とが分かる。 後とも、動向の に めて

いきたい 

 

２．  

 

（１） 要  

 

 年の総選挙の 、自民党・公明党政

権へと した。安倍政権の経済政策として

いわれるとこ の「アベノミクス」の中に「公

共事業投資の 大」が組み込まれ、 設業

が に いているとのことである。 

こうした中で、 年 月 日に「

年度公共 事設計 価」が公 されたが、

年度については、 国では 年度か

ら ％ 、 ３ では ％それ れ上

がった、と発 された。また、 日、国土

省は、「 者への 切な 金 の確

について」とする を 設業 に

発している 。 

安倍 相は、「アベノミクス」成 の の

一つが 者の 金上 であることから、

月に行われた経済 （経 連、日本 会

議 、経済 会）の 会で異例の 金

き上げ を行ったことは に新しいが、

の国公省の もこうした政府の「

」方針にそったものと われる。 

 

（２） 要 の  

 

 しかし、 年 の に 経済が し、

                                                  
9 目は、１ 者への 切な

の 金の に対する の ２ 定

利費の 切な と 会 への加

３ 年 者の積極的な確 ン

ン の 設計 に う 企業

への 切な ６ 費の急 な 動への

対応７ 資 足 への 切な対応、となっ

ている。 

公契約条例の全国各地の動き　15
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後、「公共投資 大と 」を 年 とに

行ってきたが、経済は しなかっただけでな

く、 設 者の 金は大幅に した。 

また、 には、使い切れないほどの

予算が計上されている。しかし、たとえば

作業に 事している 者の を

える によれば、 ・ の 者の

は、 金で な の におかれ、 置さ

れている。また、「 」の雇用

も進んでいないといわれている。 

こうした を えるならば、政府 自

に求められているのは、 の 者に 上げ

が 「公 」あるいは「公 例」

の制定である。 

 

（ ） の

 

 

さらには、安倍政権が進めようとしている生

の き げは、 の最 金 年

金 へと連動し、 き げ 力となることはい

うまでもない。また、公 例の「 業 」

の 額（ 金）の基 として「生 」

を 用している自 については、「

額の見 し」へと連動しかねない 題であり、

見 すことができない。 

生 見 しの動きについては、 後とも

していく がある。 

 

 

 201 年度の

（ 自治 ）  

 公 例が制定されている 自 （野

、川 、相模 、 、国分 、

、 木 ）の 年度の 額

については、 「 （平成 ）年度公

例の 額（ 金） 」の りで

ある。 

 なお、 自 の ー ー （ ）から

資 が に るので、 までにア

スを しておく。 

 

自 ー ー 公 例 連

 
野  「事業者向け 」

「 公 例に する 」 
. . . .

08 1.  
川  「事業者 かわさ

き」 「 定 （公 ）制度に する資

） 「公 」 
. . .

.  
相模  「産業・ ス」 「 ・

・ 確 」 「相模 公

例について」 
. . . .

022283.  
 「 政 ・ 」 「公

」 「公 制度」 
. . . . 16250 0

16255.  
 「 政 」 「事業者向け

」 「 」 「 からのお ら

せ」 「 公 例について」 
. . . .
.  

国分  「発 ・ 」 「国分

公共 例」 
. . . .

.  
木  「事業者の方 ・ 」

「 木 公 例の公 について」

. . . .
.  
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2013年4 10日

体 経　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

海 2011年12 公 例 」 会 2013年4 中

2013年3 公 基本 例」成 2014年4 施

2008年7 公共調達基本 例」施

公 例 を 会に 基本 方」
今 の予 2014年4 施

め

前 2013年3 公 基本 例」成

2012年9 会 公 例 」 2013年4

公 度調 会」設 中

加
2012年5 公 例 会設 」 長の

公 例
会 る 」

（2012年6 ）

2009年9 例 ・4 施 2013年度 中

東 2011年12 例 ・2012年4 施 2013年度 中

国 2012年6 公共調達 例」成 2013年度 中

小金
2010年5 3 財政 大 」に 公 例」
2012年度実施

2012年12 に 事業者
」実施 2013年3 公

2012年6 公 例」成

2010年4 公共調達基本 例」成

2011年9 外 による 公 会」設
2013年2 中間 」 年度 例
化の方向

2013年2 公 例の 」 会に 2014年4 施 め

に 公 会」設
2013年度外 による 例
会」設 の方向

2010年12 公 例」成 2013年度 中

模 2011年12 公 例」成 2013年度 中

2012年12 公 例」成 2013年4 から

長 長
会 入 度 会」 公 会」設

2011年10 会」 中間

2013年3 に 長
に る基本 な 方」の

る

小
2013年3 長 した と
と 公 例」 に 政策

2012年11 公 の 方 」 中間 2013年6 に外 による 例
会」設 の方向

庫
2008年12 による 公 例」 会

2009年5 会
2012年12 1日 公 例
の をめ 会」

加
2012年 長 生 に 入 ・公

例 会設 」 入
の

2012年5 加 を かに る公
例 会 」 成
を展開

2011年12 公共調達基本 例」成

2012年8 に 公 例に る 会」設

方 外 による 公 会」設

１　 公 例」全国の 向

公契約条例の全国各地の動き　17



２０１3年4 1日

（１） 例の対 建設 事

5000 円

１．予 1000 円 の に る
の施設の設 の に る
の施設の設 の保 に る
の施設の に る
の施設の 交 付 に る
の施設の の に る

文化会 の の設 の に る
の 施設の設 の その他の に る

学 の調 に る
２． 長 正な 金等の水 を 保 るために特に 要 ると める の

保 保 急 の に る

6億円

①庁舎等の警備業務の委託に係る契約
②建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２
第１項各号に掲げる事業に係る業務の委託に係る契約
③道路その他市長が定める施設の清掃の委託に係る契約
④昇降機、浄化槽その他市長が定める設備の保守点検その他の維持管理の委託に係る契約
⑤電子計算機を使用して行われる情報の入力等の作業を主とする業務の委託に係る契約

模 3億円
庁舎その他の建物及びその付帯施設の警備業務、清掃業務、設備運転監視業務又は案内業務の
委託に関する契約（警備等業務をその一部に含む業務の委託に関する契約を含む）

5000 円

施設 公 の 業 （ 本 等総 業  等）
施設・ 水 等 業 （公共 水 調 業  等）

等の 業 （小中学 他 業  等）
等の収 業 （ 等収 業  等）

の 業 （ 教 実 用 借  等）
育 支援に る業 （学 業  等）

者支援に る業 （ 事業業  等）
障 者支援に る業 （地域活 支援 事業業  等施設

公 の 業

1億円

国 9000 円

施設の設 し の そ らの に る
施設の に る
資 等の収 に る

1億円

その他の建 （その 地を含 ）に ける 付
交 に る の

公 その他の施設の に る
の調 に る

（２） 額 建設 事

公共 事設計 85

公共 事設計 90

模 公共 事設計 90

公共 事設計 90

公共 事設計 90

国

公共 事設計 90

　 の公 例に る 」等を に 正 成

業

１． 長 公 の とに める 金等の 額
施設の設 の に る （1490円）」 施設の設 の保
に る （1490円）」 施設の に る 保 保 　

急 の に る （829円）」 施設の 交 付 に る
（1000円）」

施設の の に る （1000円）」 文化会 の の設
の に る （1000円）」

２． 長 用 者の とに める 金等の 額
事 補 （830円） 保安要 ・中 ・ （1490円） 計 業
（830円） 業 （1090円） 業 （848円） 業 （障 者等）
（ ） 業 ・ 業 （829円） 調 ・ 配 （829円） 配
（935円） 設 （1490円）

公 例に規 る 長 める 金等の 額」よ 成

業 例対 外

生活保 基 2013年882円

生活保 基 2011年893円 2012年899円 2013年907円

生活保 基 2012年885円 2013年885円

生活保 基 2012年903円 2013年903円

1000
円

業 （対 ）

２　2013（ 成25）年度公 例の 額等

業 例対 外

1000
円
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1 ２ ２ の  

 
2013 年 4 月 1 日から、 議会・

議会・二 議会・ 議会（

、議会 は ・ と 例の議決日 に

。）の 2 2 の議会において議会基

本 例が 行される。 
国では、2011 年 12 月 で 260 の

自 議会が議会基本 例を制定している

が（ 「自 議会 ー 」 ）、

内 では 2012 年度 、11 の ・

議会で議会基本 例が制定・ 行済みで、

これにより 内 議会（32）の 数と

なる 15 の 議会が議会基本 例を制定、

という になった（22 資 ）。 
自 かながわ月 では、2011 年 4

月 で、 内一般 で 2 例目となる ヶ

議会基本 例の制定を したが、その

後も 内 議会における議会基本 例の

・制定が続いている。 
そこで本 では、上 4 議会に加えて

2011 12 年度の 2 年間に議会基本 例を

制定した、 野 ・ 川 ・ の 1
2 を め 7 つの の議会基本 例を

り上げ、その と を する。 
 

後の  

 

 2011 年 3 月 11 日の 日本大 、

時における議会・議員の を い

す議論が き起こった からか、 ・

の から議会の を規定する 例

が した。 

この間に制定された議会基本 例で、

時の議会・議員の を明 化したのは、

と二 である。 

 議会基本 例には、 として、「議

会 動」（第６ ）がある。議会が「

から 民の生 、 、 び財産を る

ことを優先す き事 として、 長その

に する組 と連 して、 動に

り組 」（第 14 ）ことを規定し、

動を優先事 に掲げている。また、「 長

が定める 計 」と連 した「議会

機 」を定めることも盛り込まれ

る（第 14 第２ ）。 

二 議会基本 例では、「第６ 議会の

制 」の中に「 機 」を盛り込ん

でいる。議会の について、「 時の

の事 から 民 の生 ・ び財産

は生 の平 を る」「緊急時における総

合的かつ機 的な 動が れるよう、 長

と 力し、議会の 機 制を える」

（第 24 ）などと規定した。 せて「二

議会の 時における行動計 に す

る 」を定め、 対応における議会と

議員の 行動指針を明 化している。 

 

 
の約 条例  

2011 12 年度 県 の  
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（ ） の  

 

 2011 年 5 月の 方自 正に い、

の基本 策定 が された。基

本 は議会の議決対 となっていたが、

正後は基本 策定の いも めて、

自 の に ねられたため、これら

を議会基本 例により議決対 とする自

も出てきた。 

 議会基本 例で、基本 び基本（総

合）計 を議会の議決事 に規定したのは、

川 ・ ・二 の３ で、

は総合計 を議決事 としている。 

 

（ ） の  

 

 議会 の り組みにあたっては、たと

えば「議員間 議」「 民の 加」「公 ・

明 任」のような 目が として挙

げられるが、ここでは 民自 の から

民との対 を し、 に 民と議会と

の を規定した を中 に り上げて

おく（資 ）。 
議会基本 例を制定済みの 内 議会

では、 例に基 き 民向けの 会

民との 見 会を行った事例もいくつか

出てきている。 
新たに制定された 例で、 （ ）民と

の 見 会の を盛り込んだのは、

・ 川 ・ ・二 ・ の

1 4 、議会 会の を盛り込んだ

のは、 ・ ・ ・二

の 2 2 である。 では議会 会

の 数を「年１ 上」と規定し、議会

会の を に定めることとした。 
議会基本 例において、 民（ 民）と

の 対 の機会を設定することについて

は、 に定 してきたようである。 
・ の いを政策 案の いとし

た上で、 議にあたって 出者の 見を

くことができる内 を盛り込んだのは、

川 ・二 で、 は 案者の 見

の機会設置を けた。 
公 会 人制度の 用に言 してい

るのは、 野 ・ ・ である。 
 

の の  

 

上 のほか、 例の内 には次のよう

な も見られる。 、 民との を

に議会 の主な を挙げていく。 
 

 

2011 年 7 月 1 日 行。前 9 、22
の 成。 

国的に見ても 期的と される「 か

れた議会となるよう次に掲げる に

める」とした がある（第 ）。その

中 は、「 が しく議会に し、政策

を 案する機会を確 することができる

」と、「 、年 、 業、 、

の にかかわら 、 民が議会に議

員として 動することができる機会を る

ことができる 」であり、議会への

平 と議員となる機会の リア リー

化が掲げられている 

また、議会 を 民に すること

、議会への 機 ・ 機 ・ 会

の設置を盛り込 など、 自 が強い。 

（ 2012 年の自 正で「政 費」

が「政 動費」に められたことを け、

2013 年 3 月 28 日に一部 正された。） 

 

 

 2013 年 4 月 1 日 行。前 9 、23
の 成。 

機 の充 を るため、議員で

成する 員会を設置する（第 9

20　自治研かながわ月報 2013 年 4 月号（No.140）
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の２）とした。 

議会 営に して、議長・ 議長を立

補制とし、立 補する議員が選挙に先立っ

て 明を行うこと（第 6 第 4 ）が

盛り込まれている。 
 

 

 2013 年 4 月 1 日 行。前 7 、14
の 成。 
「 民の 見を議会の 議 政策立案に

生かすため」 機 の充 を る（第 7
）としているが、その 、 く 民 識

を するためとしてアン ー を

に応 すること（ 第 2 ）が盛

り込まれている。 

 本会議での 決における 議員の に

ついて、 投 のものを き公 する

（第 8 の 2）ことを規定した。 
 

川  

2011 年 7 月 1 日 行。前 7 、20
の 成。 

・ の 議にあたって、 に応

て の 見も くことができるとし

た（第 9 ）。 
総合計 の策定 について、

員会を設置して 、 議することを明

している（第 13 ）。 
 

 

 2012 年 7 月 1 日 行。前 9 、23
の 成。 
議員の議案に対する の を公

（第 5 ）することを規定した。 
議決対 となる事 に「 民の生 に

大な を すことが予 される計 を

定めること」 自 が定める出資 人へ

の出資 なども盛り込んでいる（第 12 ）。 
 

 
 2013 年 4 月 1 日 行。前 7 、27

の 成。 
議会が 案する 例 政策 案について

も 民の 見を求めることができる（第 16
）ことを盛り込んでいる。 
議決対 事 には、「 政の 分野におけ

る政策 び 策の基本的な方向 を定める

長期にわたる計 は指針」のうち、「 に

なものの策定または 」を めた。 
例の 用にあたって、「議会基本 例

進 員会」を設置する（第 27 ）ことと

している。 
 

 
2013 年 4 月 1 日 行。前 10 、22
の 成。 

計 マス ー ン 計 、

景 計 についても議決対 とした（第 9
）。 

 

後  

 

 議会基本 例制定に向けた り組みとし

ては、 会と相模 議会がそれ れ

公 の 員会を設置して を進めて

おり、 内では 2013 年度中に、議会基本

例制定済みの議会が 数を える見込み

である。 

また、先行して 例制定した議会の中に

は、 議会 議会のように、

すでに 例 正にも り組んだ例が出てき

ており、 した 例もす て見 し

続きに する規定が盛り込まれている。 

内の議会基本 例については、制定

だけでなく、 用 も す き時期

へと したようだ。 
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自治 策 の  

 
は 3 月 27 日、「 自 大 」

（ 、「大 」と 。）の策定を公 し

た。 では 2010 年 5 月に、 が目指

す新たな大 制度の基本的 組みを示し

た「新たな大 制度 設の え方」を策

定しているが、第 30 次 方制度 会（

、「第 30 次 制 」と 。）で、2012
年 2 月から大 のあり方についての本

的な議論がス ー したことを け、「国

に制度 設の 、 案を行う」とともに、

民 内 機 との「 見 に資

するため」として、 会との議論を まえ

て大 の策定に った。 
新たな大 制度 設をめ す動きにつ

いては、「大 」を ち出した大

府・ による国への きかけが先行し、

2012 年 8 月に「大 における

の設置に する 」（いわゆる「大 」

）が成立している。ただし は、人

200 人 上の大 において を し、

と の を設置するための 続き

を規定したもので、一 制をめ す「

自 」とその 組みは大きく異なる。 
方、「大 」 案の立案 び国会 議

と 時 行的に、新たな大 制度につい

ての議論を進めてきた第 30 次 制 では、

2012 年 12 月に「大 制度についての

員会中間 」を公 した。そこで

は、「 府 から指定 への事 と 財

の移 により 的に （ ）へ

ける」と、二 制の 組みに った

案が示され、 がめ すような新たな

大 制度「 （ ）」の 設への言

はなく、「 き続き 」という方向 を

示すにとどまっている。 
 

自治 の概要 

 

 大 の内 は、「第 1 これまでの経 と

自 大 策定の 」「第 2
自 制度 が求められる 景・ 」

「第 3 が目指す 自 制度」「第

4 自 制度 設に向けた

ス」の つの柱で 成されている。 
 「 自 制度」の 設が な

として がこれまで挙げてきたのは、 と

の二 行政の課題 大 例事 に

する 制上の 置が 分であることなど、

行の指定 制度が える 題 である。

的には「大 の 、 事 に見合っ

た権 と財 の 」という 題 起にた

どりつく。 
 そうした制度的課題とともに、

化の進行 日本の国 競争力の など、

大 を り く と課題を まえて、

自 制度の が えられている。 

 
 

後 自治 度の  
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は「国の経済をけん する を

たしていく があるが、 行の指定

制度では、大 がその 力を 分に発

できるような制度的 置 けがされてい

ない」ことから、「 民の らしを え、さ

らに経済を 化して行くためには、大

・ が つ力を 分に発 できる

自 制度が 」ということである。 
 

自治 度 の  

 

では、「大 ・ の つ力を 分に発

できる 自 制度」は、どのような

しくみか。「第 3 が目指す 自

制度」に、その となる つの が

示されているので、 、 にその中

を り上げる。 
 

県 事

事 の 理 

「 自 としての は、 と

して が において してい

る事 び が担っている事 の 部

を する。」 

自 が 内の行政 ー スを一

的に担うことを ち出したもので、これ

により、「 的な行政」「積極的な政策

」ができるとする。 

また、 からの権 移 のみなら 、

的には、「 に国が担わなければならない

事 」を き、 ー ーク 国 な

ど国が担っている事 も めて「 ての事

を 自 が担うことを目指す」こと

も 野に まれている。 

 

地方 の  

「 自 としての は、 と

して、 が において している

事 び が担っている事 の 部を

するため、 内 方 （ 行の

のうち 部分と の て）を 課

するものとする。」 

からの事 権 移 の財 として、

内における を 自 が する。

いわば「 からの 立」の主 であるが、

ここでは、 前から指 されるような政

指定 が から 立した 合の

への について、 内 の 財政に

わる ー を示し「 大 だけが財政的

に 出し、大 が府 から 立すること

により の利 が なわれる

であるとは言えない。」と 定している。 

 

県 の

 

「 自 としての は、 川

び との 平的・対 な連

力 を ・強化する。」 

自 となる が、「生 ・経

済 など、その が強く も

めた を見 えた経営を行う」

ことで「 の中 としての を

たす」というリー ーシッ が示されたう

えで、「定 自 の 組みに た」

との連 力 の ・強化がう

たわれている。 

 

の自治 の 2

政 自治 度

 

「 自 としての の内部の自

は、 の２ を基本とし、

行の行政 を に 民自 を制度的に

強化する。」 

内部の自 に しては、「ア 自

内部の自 」、「 における 民自

の強化」という二つの に分けて、

な がある。 

横浜市が「横浜特別自治市大綱」を策定　25
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ま 、「ア 自 内部の自 」で

は、「 （ ） で一 的なまち く

り 間の ンス を行うことがで

き、行政 営の と 民自 を 立す

る、 人 を たない （行政 ）」とし、

の設置は目指さないことを明 した。 

 また、「 における 民自 の強化」で、

「 民自 を制度的に強化するための 組

みとして、公選の 長を設置することは

ではない。」として、公選 長を置かない

一方で、「 民の が 政を民主的に

ックする 組みを 」するとしている。 

 さらに、「 政における 民の 機会の

組みを設置すること」「 の な

人 が連 して課題 決に り組 の

充など新たな 組み作りを進める 」

など、 民の の自 に わる新

たな 組み くりについても言 がある。 

 

このほか、上 のような 自 移行

に向けて、 続としては「議会の議決など

の 民の 見が できるような 組みを

設ける」ことも明 されており、また、

内の 民が から けている ー

スに大きな がないよう すること

、 との 議の を設置することなども

盛り込まれている。 

 

度 後の  

 

 自 制度の 設に向けては、「第 4
自 制度 設に向けた

ス」として、大きく つの り組みが さ

れる。 
ま 、「 との 議による 行制度（指

定 制度）における権 移 」では、

行の 方自 制度 でも、「 と の二 行

政の が 消され、 民 ー スの向上

につながる事 」について、「 正な財 と

事 分の見 しを基本に」 と 議を行

うとする。 
「 行制度（指定 制度）における

行政の強化」では、すでに 内の で

行っている な り組みを の に

応 て生かす 組みを していくとする。 
「 内 との 議による 組」

では、 内 との 的な連 が

な行政分野について、 平的な連 によ

って課題 決に めるとする。 
「 自 制度 設に向けた

後の進め方」では、国 への 案・ を

行いつつ、 民 機 ・ との

見 との 議を進めることに言 し

ている。 
なお、 自 制度の は、第

30 次 方制度 会の を まえて行

っていくとのことである。 
 

の の  

 

 では、 年度から 民向けの ー

を し、 民への にも力を れ め

た。 後も、「 が目指す 自 制

度の内 、 、 リッ などをわかり

すく えていく 組を 」するようだ

が、 民が リッ を し らい ーマ

だけに、 民の を めるための は

り し行う が求められるだ う。 

 また、大 では 後、国で 制論議が

発化する にも言 し、 制にお

ける 自 のあり方については、「国に

おける を しながら き続き

」としているが、すでに 党 ー ン

ー が 府 の再編を 野に れた

制基本 案の国会 出を していると

の もある。 制 の は で

あり、 自 制度の 題はさらに

していきそうだ。 

26　自治研かながわ月報 2013 年 4 月号（No.140）
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自 の経  

 
川 が 2001年に 自に制定した「

時 例企業 例」に基 き、いす 自動

が 2003 04年に に した 19 円

の を求めた の上 で、最 裁第

1 は 2013 年 3 月 21 日、 の 時

例企業 例が 方 に 、 とす

る 決を し、 額 を に た。 
いす 自動 が の 時 例企業

分 消 を求め、 裁に えを 起

したのは 2005 年 10 月で、2008 年 3 月の

1 裁 決では が敗 、2010 年 2
月の 2 裁 決では、1 決を

り消し、 の が されていた

（これまでの経 は に掲 ）。 
 

の概要 

 

 が 自設置した「 時 例企業 」は、

標 課 が められるまでの間の 時

例 置として された。資本金 5 円

上の企業を対 に、 方 が規定する

「 人事業 」では当期利 から 5 年

の 分を 金として り すことが

められている「 金額」の相当

額に課 する、 定 である（ 自

かながわ月 107 2008 年 6 月 に

な を掲 ）。 

 
地方 の  

 

裁 では、 の 時 例企業 例が

人事業 の 金 を めた 方

に するかどうかが争 となった。 

最 裁は、 時 例企業 の規定が、

人の 負担を 化して公平な課 を行う

という 方 の 人事業 の規定の に

し、 を するとして、 例が 、

とする を した。 

決では、「 例企業 を定める本 例

の規定は 方 の定める 金の

の 用を一部 することをその

目的とするもので 例企業 の課 によ

って 事業年度の の金額の計算につき

金の を 的に一部 する

を生 る内 のものであり、 事業年

度間の の金額と 金額の平 化を

り 人の 負担をできるだけ 化して公

平な課 を行うという 目的から

金の の 的な 用を定める

の規定との において その 目的に

しその を する内 のものであっ

て、 人事業 に する の強行規定と

するものとしてこれに し

であるという きである。」との が示

されている。 

 

 
の 例 条例  

県 1 00 の  

 

県の「臨時特例企業税条例」に最高裁が違法・無効判決　27
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県 県 の  

 

 決を け、 事は「 方分権に

行する 決」と の を したものの、

では、最 裁 決の 3 月 22 日に、

額に 加算金を加えた 金総額

635 円を 出するため、財政 基金を

財 とする補正予算案を 議会に 出した。

また、いす 自動 を 1700 の対

人に対しては、3 月 25 日 で 10
年分に って が され、すでに

続が されている。 
議会では、基金 り しによる の財

政 営を する 見もあったが、3 月 25
日に補正予算案をすみ かに 決するとと

もに、 議 議長 内閣総 大 ほか

大 あて「 方分権 の 進と課

自主権の 大を求める 見 」を 決した。 
見 には、「 民 ー スに わる

権 の 方への移 をすすめるとともに、

そのために 方 財政制度を 本から見

すこと。」「 方の課 自主権 大を制度的

に するため、 の 本的な見

しの を進めること。」の２つを柱に、国

会 び政府で早急に の 置を るこ

とを する内 が盛り込まれている。 
 

自治 の自 権  

 

決 に された金 裁 の補足

見には、 のような自 の自主課

権に わる 題への言 がある。 

ま 、総 大 の 定 への 制度

を「政策的 からの ン ー を

している」と指 する。「総 大 の 制

度が 的 合 般を ーするものとは

し く」、「 が による

合 の に対して らの 力も す

るものではない。」として、総 大 の

制度と による 的 合 の とを

「 次 の 題」に切り分けた。 

また、自主課 権の 充に向けた立 の

を 起し、「国 定 方 が く

課 対 を押さえているため これらの

との を けて 方公共 が 定

を 設することには大きな を

う」と を指 し、「 方公共 の課

自主権を 進しようとする 合には 国政

ベ で そうした方向の立 の 進に

めるほかない が生 るのは を な

いことという き」と国の 組みを した。 

の 決で、自 の 自課 が め

られる を する 見もある。

の 内でのみ 例制定権を める

を まえ、自 の自主課 権にかかる

については 後、論議を びそうだ。 

 

神奈川県 の経  

総 省公 資 をもとに編 部作成 

年 月 日 時 例企業 例案

決 

年 月 日 総 大 による  

年 月 日 時 例企業 例 行 

年 月 日 正 例 行 

（ の き げ ％ ％、 ） 

年 月 日 裁に の 起 

年 月 日 裁 決 

川 敗  

年 月 日 裁に  

年 月 日 時 例企業 例  

年 月 日 裁 決 

時 例企業 を 人事業 とは「 の 目」

であるとしたうえで、 時 例企業 の 例

は、 方 の 人事業 に する規定を 的

に するものであるとはいえ 、これと

するものとは され 、これに するという

ことはできないとした   川  

年 月 日 最 裁に上  
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 編集後記

　東京の杉並区等で、認可保育所に入れない「待機児童」の親たちが区に異議申し立てを行ったこ

とに対し、否定的な発言を掲載した杉並区議のブログが炎上する騒動が起こり、女性誌等でもこの

問題をめぐる論争が起こっている。彼の発言は、乳幼児の子育ては母親が行うべきであって、社会

的なサービスとして保育所整備を求める場合はもっと謙虚な姿勢で行うべき、というような趣旨で

あった。

　こうした育児・家族観は、各々が育った環境の中で醸成される側面が強いだけに、固定観念化し

てしまった人々には、他者の異質な価値観を受容するのが極めて難しい。しかし価値観への執着を

問わず、保育や介護のような社会サービスを必要とする人々が多数発生しているのが現代社会の実

態である。サービスの充実には、価値観の相違を超えて現実に対峙し問題認識を共有することが不

可欠となる。「共生」や「社会的包摂」のようなキーワードを使い続け、異質な価値観を受容でき

る存在を一人でも増やしていくことは、その第一歩なのかもしれない。　　　　　    （谷本有美子）

巻頭言

　日本では水に関する日として、「水道週間（6月1日～7日）」「水の日（8月1日）」

が設定されています。「水道週間」は、水道についての理解と関心、公衆衛生の向上

と生活環境の改善、飲料水・家庭用水に対する意識を高めることを目的としています。

「水の日」は、水資源の有限性、水の貴重さと水資源開発の重要性についての関心・

理解を高めるために、水について関心が高まる8月に設定され、啓発活動が行われて

います。

　水は私たちの生活に不可欠なものであるだけでなく、食糧生産、工業生産、水力発

電などの経済活動、さらには自然環境の保全などにも欠かすことができないものです。

　日本では当たり前のように清潔な水を何時でも自由に手に入れることができます。

しかし、世界では水不足や水質汚染が深刻化しており、2010年時点で7.8億人の人々が

安全な水を得ることができない状況となっています。さらには、衛生的なトイレなど

を利用できない人たちが26億人いると言われています。また、飲み水の汚染により感

染症に罹り体力のない子供や老人が尊い命を落としています。

　世界の水を取り巻く状況が深刻さを増す中で、水資源の貴重さ、重要性について世

界の人々と一緒に考えようということで、1992年6月にリオデジャネイロで開催され

た地球サミット（環境と開発に関する国連会議）で、世界水の日を制定するように勧

告されました。そして、1992年12月の国連総会本会議において、1993年から毎年3月22

日を「世界水の日」とすることが決議されたのです。世界各国で国際的な課題につい

て普及啓発するための取り組みが行われています。さらに、2000年のミレニアムサミ

ットでは、「2015年までに安全な水にアクセスできない人口を半減させる」という世

界共通の目標が設定されていますが、厳しい状況であるといわざるを得ません。

　地球上には豊富に水があるように思えますが、地球の表面は70％が海に覆われてお

り、人間の利用可能な水は0.001億ｋ㎥（0.01％）に過ぎません。

　そのような中、希少な水を商品化し、利潤を得るための水ビジネスが展開されてい

ます。世界の水関連ビジネスは、2025年には87兆円程度に膨らむと見込まれています。

水の市場化・商品化により、貧しい人たちにとっては水が高価な物となり、不衛生な

水でも使わざるを得ないのです。また、水を得るための労力も大変なものとなってい

ます。

　生命に必要な水はすべての人が平等に使えなければなりません。私たち水に携わる

労働組合は、「水は人権」「水は公共財」という理念に基づき、水を儲けの道具とす

ることを許さず、水環境を守り、世界に誇れる水道技術の維持・確保と安心・安全・

安定した水の供給と再生に向けて引き続き日夜奮闘してまいります。
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１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

800 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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